
区の災害対策の取組状況について
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別紙２



主な修正項目

１ 災害対策本部体制

２ 地域における防災意識のさらなる向上

３ 学校防災活動拠点体制

４ 都市防災力の向上

５ 情報伝達体制

６ 避難所の環境改善、感染症対策

７ 災害時医療体制

８ 物流及び受援体制

９ 要配慮者・福祉避難所対策

10 外国人の災害対応力強化

11 帰宅困難者対策

12 被災者支援体制

13 災害廃棄物対策

14 風水害対策 2
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１ 災害対策本部体制

○ 災害対策本部事務局の拡充

令和元年東日本台風（台風第19号）の際、全庁の総合調整機能が不十分であったことから、

事務局拡充による総合調整機能を強靭化。

災害対策本部事務局として、防災危機管理課に加えて、災対企画経営部、災対総務部、災対

都市基盤整備部（水害時のみ）を追加編入した。

災対都市基盤整備部

災対企画経営部

災対環境清掃部

災対教育総務部

災対こども家庭部

災対まちづくり推進部

災対都市基盤整備部

危機管理監

防災危機管理課

災対福祉部

災対健康政策部

災対産業経済部

災対総務部

災対地域力推進部

災対観光・国際都市部

災対区民部

災対産業経済部

災対まちづくり推進部

災対環境清掃部

災対教育総務部

災対区民部

災対産業経済部

災対福祉部

災対健康政策部

災対産業経済部

災対こども家庭部

before after

災害対策本部事務局

災害対策本部事務局

災対各部

本部長

副本部長

危機管理監

災対地域力推進部
防災危機管理課

災対観光・国際都市部災対企画経営部

本部長

副本部長

災対各部

災対総務部

災対各部を支援・調整

災対各部を支援・調整



○ 災害時の区民向け対応窓口
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災害時の区民向け対応窓口について、フェーズごとに対応する所管と各窓口の役割を整理

した。今後は実効性を伴うさらなる体制整備を進めていく。

役割・対応内容 設置場所
開設
所管

発災直後～
６時間

超急性期
６～72時間

急性期
72時間～
1週間

亜急性期
1週間～
1ヶ月

慢性期
1～3ヶ月

中長期
3ヶ月以降

フェーズ０ フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ フェーズ４ フェーズ５

災害対策本部問合せ
(コールセンター)

本庁舎5階
災対
企画
経営部

被災者総合相談窓口 本庁舎2階

罹災証明書
使用案内窓口

罹災証明書
発行会場

(本庁舎＋4会場) 災対
地域力
推進部

臨時被災者相談窓口 激甚被災地

※ フェーズは目安
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２ 地域における防災意識のさらなる向上

○ マイ・タイムラインの普及促進

○ 各種普及啓発チラシの配布

マイ・タイムライン講習会やマイ・タイムライン作成支援動画『つくろう！マイ・タイ

ムライン』を大田区チャンネル（YouTube）で活用して、マイ・タイムライン（個人の

避難行動計画）の作成を促進します。

ハザードマップ等全戸配布（令和２年度）
土砂災害（特別）警戒区域等

へのポスティング
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○ 男女共同参画の視点を踏まえた防災意識の啓発

大田区立男女平等推進センター「エセナおおた」において、防災に係る講座や展示を実

施し、男女共同参画の視点による防災の考え方について啓発している。

※ 令和３年度実績

＜常設展示＞

＜防災セミナー＞＜展示事業＞



３ 学校防災活動拠点体制
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○ 水害時緊急避難場所の運営体制の整備

①震災時と同様、学校防災活動拠点組織の協力を得た運営体制の整備

②受付での検温・問診の実施や健康観察室の設置による感染拡大防止策

③要配慮者スペース等を設置し、拠点配置職員の他、福祉部からも職員を配置

↑感染症対策を踏まえた施設使用計画の例

↑要配慮者対応のための水害時緊急避

難場所要配慮者ヒアリングシート

（令和２年度）

４Ｆ

３Ｆ

配

２Ｆ

配

１Ｆ

配

ＷＣ 倉庫

音楽室 準備室 図工室 準備

ＷＣ

準備理科室家庭科室

２－３ ２－２ ４－３ ４－２ ４－１ ６－２ ６－１ 学習室

備蓄
倉庫

図書室準備１－１１－２

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
室

学習室

五組
(4)(5)

ＷＣ 倉庫

ＷＣ 倉庫

職員室

１－３

プレイ
ルーム

放
送
室

３－３

倉庫ＷＣ

更衣室

１－４２－１

五
組
(3)

五
組
(2)

五組
(1)

保
健
室

３－２

相
談
室多目的室

校
長
室

事
務
室

文
書
室

ＷＣ

ＷＣ

ＷＣ

受水槽 倉庫

正面
昇降口

ピロティー
【整列】

正門

主
事
室

３－１

体育館

倉庫

①検温

健康
観察室B

健康
観察室A

一般避難

健康観察者

ペット

②受付
（健康
チェック）

要配慮者
スぺース

要配慮者
スぺース

×
×
×
×

ペットス
ペース

飼い主ス
ぺース

× × × ×

× × × ×

WC

【リスク者用】

単身女性・乳幼児連れ
専用スペース

↑感染症対策や要配慮者対応を

考慮した訓練の様子



４ 都市防災力の向上
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○ 倒れない・燃えないまちづくりの推進

（１）木造住宅除却工事助成制度の拡充【倒れないまちづくり】

耐震性が不足する老朽木造住宅を除却する費用の一部を助成

（２）不燃化特区制度を活用した建替え助成制度の見直し【燃えないまちづくり】

不燃化特区内において耐火性の高い住宅への建替え費用の一部を助成

⇒ 上記制度について中小企業を利用した場合、助成限度額の引き上げを実施。

１ 倒れない・燃えないまちづくりにおける中小企業支援

除却前 除却後
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木造住宅が密集し、延焼可能性の危険性が高い羽田地区にて

以下の整備事業を推進

（１）避難路となる３本の重点整備事業の拡幅整備

（２）老朽空き家の所有者への出張相談による除却の推進

２ 住宅市街地総合整備事業の推進

羽田地区 重点整備路線の整備イメージ

（１）ブロック塀等改修工事助成事業（令和５年３月末まで）

ブロック塀や万年塀等の撤去及び撤去後のフェンスの設置に対して助成

※区内中小企業を利用した場合のみ

※令和３年４月より通学道路及び特定緊急輸送道路沿いのブロック塀等のみ

（２）がけ等整備工事助成事業（令和４年３月末まで）

がけ等の整備費用を助成。平成29年度より規模の大きながけ等の助成額を大幅に拡充

３ その他の助成事業
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○ 大田区無電柱化推進計画

（１）都市防災機能の強化

（２）安全で快適な歩行空間の確保

（３）良好な都市景観の創出

２ 計画目標

蒲田駅、大森駅などの駅周辺及び都市計画道路等を

中心に事業を推進し、令和２年度末時点で区道約777㎞

のうち約1.7％にあたる13.5㎞の無電柱化を実施した。

１ 現況

今後10年間で優先的に無電柱化を推進する路線は

以下のとおり。

（１）無電柱化を事業中の道路

都市計画道路（補助27号、38号、43号、44

号、区画街路１号、４号、５号、６号）、

主要区道30号、94号の事業完了を図る。

（２）整備予定の都市計画道路

都市計画道路の整備方針（第四次事業計画）に

定められる道路（補助34号、43号、44号）の整

備のための測量・調査等への着手を図る。

（３）優先整備路線

主要区道23号線の無電柱化実施のための調査

等への着手を図る。

３ 事業計画
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５ 情報伝達体制

○ 情報通信体制の再構築

（１）災害情報を一元的に管理・運用する総合的な防災情報システムの導入

（２）災害対策本部室の円滑な情報共有・意思決定を支援する映像・音響システムの更改

（３）通信技術の進展による課題に対応するデジタル移動系無線の代替手段への更改

整備システムと概要

総合防災情報システム 映像・音響システム デジタル移動系無線

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

実施計画書作成

システム構築

運用開始 システム更改 代替手段の決定

代替手段への更改

区に最適な効果的かつ長期的に運用可能な情報通信体制の再構築を目的に、「大田区災害時情

報通信システム基本計画書」を策定した。本計画書で取りまとめた各システムの整備方針をも

とに、災害対策本部運営の効率化及び区民への適時適切な情報発信のための整備を進めている。



開設状況や混雑状況を直接入力

防災
ポータルサイト

防災アプリ

防災システム

●ライフライン

●気象・災害情報 ●多摩川水位情報

●TV（ｄデータ）

●Jアラート など●ＳＮＳ投稿情報

各種システムから自動で情報収集

災対本部

事務局

災対各部

災対地域力推進部

災対健康政策部

災対福祉部
…

国・都
消防・警察・自衛隊

ＤＩＳ連携

標準
フォーマット

区民
来訪者

災害現場

パトロール職員 区民

避難所

学校防災活動拠点 福祉避難所 緊急医療救護所 など

連携システム

区民等には、ポータル・アプリで最新の防災情報を提供

ＳＮＳ投稿情報等を、ＡＩ技術で解
析し区民からも被害の情報を収集

都システムと連携し
2重登録を防止

写真などを使って、直接現場の状況
を報告・共有

※令和３年度運用開始

大田区総合防災情報システムの導入による情報伝達体制の全体像
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６ 避難所の環境改善、感染症対策

○ 多様な避難者に対応可能な備蓄物品の配備

避難所における要配慮者対応や感染症対策等を踏まえ、多様な避難者に対応可能な備蓄物

品を配備している。

↑段ボールベッド（令和２年度配備）

床からの立ち上がり等の負担軽減。

↑簡易マルチルーム（令和２年度配備）

健康観察者用として使用。

※その他、平成29年度から5か年計画でジョイントマット・ブルーシートを配備。

令和元年度に自動ラップトイレを配備。
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○ 避難所（91か所）整備の推進

区立小中学校等の建替え計画と合わせて、避難所における熱中症対策のための空調設備の整備

や、要配慮者対応を踏まえたバリアフリーの整備を推進する。

また、浸水対策を踏まえた備蓄倉庫の上階への移設についても併せて進めていく。

障がい用トイレ… 30施設 / 91施設 冷房施設（体育館）… 73施設 / 91施設

エレベーター … 15施設 / 91施設 ※小中学校の冷房施設は令和3年度末に設置完了予定

現在の整備状況

○ ペットの同行避難対策

令和２年度に「大田区ペットの災害対策ガイドライン」を

改訂した。

これを踏まえ、各避難所内に水害時でも屋根のあるところ

でペットが避難できる場所を確保するなどの対策を進めて

いる。
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７ 災害時医療体制

○あらゆる災害を考慮した多面的な災害時医療体制の構築

風水害や感染症対策も踏まえ、医療機関等との連携・協力体制を強化するとともに、公衆衛生

や精神医療に係る体制を整備する。

（１）区内26病院と、災害時グループウェアを使用した情報伝達訓練を実施

【訓練実績】

令和３年度：水害時想定（７月13日実施）

令和２年度：水害時想定１回、震災時想定２回

（２）大田区災害医療連携会議で感染症対策を考慮した緊急医療救護所の運営方法を検討予定

（３）感染症対策物品を緊急医療救護所用物品として備蓄予定（令和３年度）

１ 浸水被害や感染症対策を考慮した災害時医療救護活動の検討
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（１）保健師及び栄養士等の避難所巡回方法を具体化予定

（２）「避難所生活に係る健康支援カード」を作成

避難所における健康管理や公衆衛生についてポイントをまとめたもの。

各特別出張所に配布し、避難所への備蓄や訓練での活用を依頼した。

（３）災害派遣精神医療チーム（DPAT）の受入体制を検討予定

２ 災害時の公衆衛生活動及び精神医療体制の具体化

○大森駅周辺の災害時医療救護体制の再構築

令和２年12月に安田病院廃院、令和３年２月に牧田総合病院が大森北から西蒲田へ移転

→大森駅周辺に緊急医療救護所を開設する病院がなくなるため、災害時医療体制の整備を検討

令和３年６月に大田区災害医療連携会議（救護所作業部会）を開催し、大森駅周辺に軽症者救

護所を設置する方向性を確認した。

現在関係機関と調整中であり、年内に大森駅周辺の災害時医療救護体制決定予定。

対応状況



備蓄の現状

【食 糧】学校備蓄倉庫に食糧2,000人の１日分を備蓄
都及び区備蓄倉庫に想定被災者約23万人の２日分を備蓄

【飲料水】学校受水槽（91ヵ所）、給水栓（126ヵ所）、応急給水拠点（10ヵ所）

【寝具等】学校備蓄倉庫に毛布1500枚、区備蓄倉庫に予備（約９万枚）を備蓄
日用品は想定避難者（約23万人）３日分を学校防災備蓄倉庫等に備蓄

【トイレ】災害用トイレ（貯留式、マンホール式、簡易式等）１コ以上／避難者50人

備蓄倉庫等

【備蓄倉庫】 学校防災備蓄倉庫（９１ヵ所）は各６４㎡基準（教室１コ分）
地区備蓄倉庫（４２ヵ所）は、合計4,037㎡

【物資集積地】京浜島備蓄倉庫（施設1,941㎡、敷地6,975㎡）：主となる物資集積地
大田産業プラザ１階展示室（1,600㎡）：京浜島備蓄倉庫を補完
大森スポーツセンター（3,125㎡）：同上
区の物資集積場に加え協定事業者の物流拠点を活用

物資輸送

〇 国や都などへの救援物資の要請、輸送調整、救援物資の在庫管理については、「災害時
物流システム」を使用する。

〇 民間事業者の協力のもと輸送調整、荷役、在庫管理を実施する体制を整備する。
〇 陸上輸送を補完するため、水上輸送ルート活用する。

８ 物流及び受援体制

○救援物資の備蓄及び輸送



物
資
の
流
れ

発災当日

時間の流れ

２・３日目 ４日目～

帰宅困難者
一時滞在施設 学校防災活動拠点

補 完 避 難 所 等 学校防災活動拠点 補完避難所

東京都
備蓄倉庫

大田区
京浜島／ＰｉＯ

東京都
輸送拠点

国
輸送拠点

大田区
京浜島

福祉避難所

大田区
地区備蓄倉庫

軽症者救護所

区
公
用
車

ト
ラ
ッ
ク
協
会

ト
ラ
ッ
ク
協
会

協定物流事業者

（物流拠点）
大田区
（ＰｉＯ）

協定流通事業者

（直送）

東京都
調達事業者

大田区
協定自治体

区
公
用
車
／
ト
ラ
ッ
ク
協
会

大田区
地区備蓄倉庫

区
公
用
車
／
ト
ラ
ッ
ク
協
会

弁当・パン

東京都
協定自治体

大田区
調達事業者

水・即席食
弁当・パン

寝具、被服等主に食料

段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド
・間

仕
切
り
等

生活必需品

○ 災害時物資輸送計画の基本構想
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○ 大田区災害ボランティアセンターの運営

区の災害応急対策における一般の災害ボランティア等支援に係る総合調整は、区と大

田区社会福祉協議会が連携して行う。

災害ボランティアの活動に当たっては、災害ボランティアセンターの本部を大田区社

会福祉協議会内に、サテライトを被災地に近い活動拠点に設置する。



【大田区の現状】

避難行動要支援者数・・・約18,000人

【避難先の方針】

福祉避難所の収容力を考慮し、次の通りとする。

避難支援

災害情報の伝達

緊 急 避 難 先

自宅・親戚宅
※在宅避難含む

水害時緊急避難
場所等（学校）

福祉避難所 社会福祉施設
医療機関

避 難 生 活 先

自宅・親戚宅
※在宅避難含む

指定避難所（学校） 福祉避難所等 社会福祉施設
医療機関

避難所開設・運営安否確認

要配慮者の実態・ニーズ把握・トリアージ

事業継続の
確認

災害関連死対策

医療・福祉サービスの継続（業務継続）

生活復興支援

避難生活先の調整・移送支援

要 配 慮 者（高齢者・障がい者）

避難行動要支援者
在宅人工呼吸器

使用者
左記以外の要配慮者（在宅）

社会福祉施設入所
医療機関入院

【要配慮者（高齢者・障がい者）対策のイメージ】

避難先 対象者

①福祉避難所

重い障がいのある方や要介護

度の高い高齢者など、学校等

避難所で避難生活を送ること

が極めて難しい方

②要配慮者
スペース

①以外で、指定避難所等（91

か所）の一般スペースで過ご

すことができない方

③一般スペー
ス ①②以外の方

応
急
対
応
期

復
旧
対
応
期

９－１ 要配慮者（高齢者・障がい者）・福祉避難所対策



要配慮者スペースについて

要配慮者スペースとは

要配慮者スペースでは、避難してきた要配慮者を速やかに受け入れる環境を整備するととも

に、要配慮者の支援ニーズを把握し、支援体制の構築につなげることを目標とする。

対象

設置場所

一般ｽﾍﾟｰｽと
の違い

一般の避難スペース（体育館等）で過ごすことが困難であり、主に介助が必要な高齢者・障

がい者等と介助者

※区職員がヒアリングを行ったうえで、必要に応じて要配慮者スペースに案内

学校防災活動拠点内の指定場所

要配慮者の方の負担を減らすための段ボールベッドやジョイントマットを設置

要配慮者の特性に応じた情報の周知

目標

支援体制をつくる

要配慮者支援に
協力する

要配慮者支援に
協力する

連携 連携

◀ 一般スペースや
要配慮者スペース
の要配慮者の方

▲ 区職員 ▲ 避難者
▲ 学校防災活動拠点役員

・学校職員

支援のイメージ



個別避難計画について

（１）背景

近年の災害の教訓から、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、個別避難計画の作成が有効

であるとして、令和３年５月に災害対策基本法が改正され、区が主体となって作成することが努力義務化さ

れた。

（２）概要

 対象者 避難行動要支援者

 作成者 区が主体となって作成する。

 内容 避難行動要支援者それぞれの避難先、避難経路、避難支援実施者等を掲載

 活用 平素から避難支援者と計画を共有し、災害時は計画を基に避難支援する。

（３）国が示している作成方法

 区が優先的に支援する計画づくり

 本人や、本人の状況によっては、家族や地域における支援関係者等が記入する計画（「本人・地域記入の

個別避難計画」）

（４）実効性ある計画とするために

作成にあたっては、地域防災の担い手だけでなく、要支援者の心身の状況や生活実態を把握している福

祉専門職や、地域の医療・介護・福祉などの職種団体・企業等、様々な関係者と連携して取り組むことが必

要である。

個別避難計画については、災害対策基本法の内容をふまえ、区は、避難支援の必要性が高い避難行動要支援

者について、順次作成に取り組んでいく。併せて、「本人・地域記入の個別避難計画」づくりを支援する。

１．災害対策基本法

２．区の方針
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９－２ 要配慮者（乳幼児）・福祉避難所対策

○ 各保育園における水害時の避難体制整備
各保育園において、震災だけでなく水害も想定した避難計画の作成や福祉避難所への備蓄

品の配備など、利用者の安全かつ確実な避難体制の整備を進めている。
＜糀谷保育園災害マップ＞ 

台風時、呑川が氾濫する恐れ有 

・多摩川氾濫時 

  0.5～3ｍ未満 

  50ｃｍ12時間 

・高潮被害  

0.5～3ｍ未満 

  50ｃｍ72時間（3日間） 

・呑川氾濫時 

  0.1～0.5ｍ（1 階の床） 

・東京湾北部地震における 

 全壊建物棟数分布 

  10～25 棟（中度） 

・東京湾北部地震における 

焼失棟数分布  

20～50 棟（やや高い） 

・液状化の可能性高い 

 

・災害時学校避難所 

・台風時避難場所 

渡辺病院 

萩中公園 

糀谷特別

出張所 

さざんか公園 
園舎周りのブロック塀 

倒壊の危険有 

園周辺(呑川寄り)は民家が

多く、火災や倒壊の恐れ有 

緊急医療救護所 

・広域避難所 

・給水所 

土嚢配布所 

台風時、避難場所、被害

状況等の情報共有機関 

蒲田消防署

羽田出張所 

水害時避難場所 

糀谷文化センター 

公衆電話 

←各保育園で水害を想定した
災害マップを作成

※その他台風接近時のタイムラインやチェックリストの作成も進めている。

↓定期訓練による対応力強化
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10 外国人の災害対応力強化

○ 外国人区民への情報発信・相談サポート体制強化

外国人区民に対して、平常時から災害の備えに係る情報提供に努めるとともに、発災時に

は速やかに災害情報を伝達できるようさらなる体制整備を図る。

・各種情報発信ツールにおけるやさしい日本語の使用

・多言語通訳サービス（タブレット、電話通訳、AI通訳）の導入

・防災に関する普及啓発物及び区民安全・安心メールの多言語化

・避難道路標識の外国語表示や多言語拡声装置、翻訳機の試験導入

１ 外国人区民への主な情報発信

体制（現状）

・多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra（ボイストラ）」の導入を検討

・大田区防災ポータルへやさしい日本語の導入を検討

・避難所等に配備されている指差しシート等の改訂

・発災時における関係機関との連携及び多言語通訳サービスを介し

た外国人サポート体制の充実

２ 今後の取組予定

↑避難道路標識

↑「わが家の防災チェック
ブック」外国語版
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○ 外国人区民の災害活動体制強化

外国人区民を一律に要配慮者とするのではなく、災害

対応の担い手と位置付け、日頃から地域活動に参加で

きるよう体制を整備する。

・国際都市おおた協会と災害時協力協定を締結し、現在災害時外国人支援相談窓口のマ

ニュアルを作成している。

・国際都市おおた協会に登録されている災害時外国人支援ボランティアを養成している。

１ 現在の取組

・災害時外国人支援相談窓口のマニュアルが完成次第、マニュアルの効果検証を行う。

・外国人区民に対する防災訓練等、外国人区民が災害への知識や対応力を身に付けるため

の支援を実施する。

２ 今後の取組予定

↑令和２年度大田区総合防災訓練（風水害編）に

国際都市おおた大使も避難者役として参加。



第１回協議会（書面会議）※８月中旬資料送付→９月末回収
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11 帰宅困難者対策

会議レジメの確認

①今年度の事業方針（案）を確認。特に映像資料を用いた訓

練方法

②映像資料の画面構成と映像資料の種別を確認

意見交換シートの記入→返信（メール）

①今年度の事業方針に対する意見・提言

②映像資料の制作に対する意見・提言

③滞留者対策全体に対する確認や意見等

会議資料

（第1回)

会議

レジメ

意見交換

シート

蒲田駅周辺の企業や事業所、商店街、自治会・町会、学校、防災関係機関等の全51団体が構

成員となっている蒲田駅推進協議会（平成22年発足）を毎年開催、又は訓練の実施により、

活動の具体化を図っている。

○ 蒲田駅周辺滞留者対策推進協議会との連携

※ 令和２年度実績



第２回協議会（書面会議）※３月中旬資料送付→３月末

滞留者対策訓練（目標イメージの映像制作ー区職員のみ）※11月～12月

27

訓練形式での目標イメージの再現と映像資料化

①協議会／区／関係機関の役割を演じた訓練

②それぞれ単独の行動と情報連携／協働対応

③ナレーションやテロップを付けて映像資料化

会議資料

（第2回)

会議

レジメ

マニュアル

改善案

訓練映像資料と会議レジメの確認

①訓練映像で滞留者対策の目標イメージを視聴し、会議レジメの

解説で「訓練の進行」を確認

②訓練映像で「大田区の滞留者対策」等を確認

マニュアル内容の確認

①訓練映像の基になったマニュアル改善案を確認、

②映像資料にできなかった滞留者対策全体の動きや協議会／区の

詳細な行動を確認

評価検証

シート

評価検証シートの記入→返信（メール）

①訓練映像で再現した目標イメージの実行性評価

②マニュアル内容に対する意見・提言

③今後の滞留者対策に関する課題等の提言

訓練映像



《建物被害認定調査モバイルシステムを導入》

今年度、首都直下地震などの災害に備え、新たに建物被害認定調

査モバイルシステムを導入しました。調査及びり災証明書発行を速

やかに行い、一日でも早い被災者の生活再建の実現を目指します。

今後、研修等を通じて知識の定着を図ります。

１ 調査データ登録の効率化

従前の紙調査票と写真データの手動登録

など作業を省略化、調査データ登録の効率

化・時間短縮化を実現します。

２ 調査方針策定の効率化

全体の調査進捗状況をリアルタ

イムで把握できることで、調査

方針決定の迅速化を実現します。

被害 大規模災害 中規模災害 小規模災害

申請受付 交付時 事前＆交付時 事前

予備調査 実施 実施 不要

調査

ゾーニング

（一括＝全焼エ

リア）

ゾーニング

（一括＝床上

1.8m以上）

ゾーン不要

交付順 地区別 地区別 一斉

交付方法 対面・郵送 対面・郵送 対面

《想定業務戦略》

調査におけるゾーニングの例

・一括認定ゾーン

・全棟調査ゾーン

・申請調査ゾーン

調査・発行拠点（５拠点）

本庁舎

大森地区
文化の森（調査）
新井宿特別出張所（発行）

調布地区 嶺町特別出張所

蒲田地区 六郷特別出張所

糀谷・羽田地区 羽田特別出張所

《り災証明書》

《発行・調査拠点》

○ 住家被害認定調査・り災証明書交付（業務戦略及び業務体制）

12 被災者支援体制
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13 災害廃棄物対策

○ 大田区災害廃棄物処理計画の作成（令和２年３月）

大規模地震や集中豪雨等により膨大な災害廃棄物が発生した際、早期に復旧・復興し区民

の生活環境の保全・公衆衛生を確保するため、「大田区災害廃棄物処理計画」を策定した。

①計画的な対応･処理 ⑤衛生的な処理

災害廃棄物の組成及び量、既存の処理施設の能力を的確に把

握し、計画的に処理を推進します。

生活ごみや避難所ごみ、し尿の処理を最優先とします。

災害廃棄物については、有害性や腐敗性を踏まえ、処理の優

先度の高いものから迅速に撤去及び処理を進めます。

②リサイクルの推進 ⑥安全作業の確保

徹底した分別･選別により可能な限り再生利用を推進し、埋立

処分量の削減を図ります。

住宅地での撤去等の作業や仮置場での搬入･搬出作業において、

安全確保を徹底します。

③迅速な対応･処理 ⑦経済性に配慮した処理

区民の生活再建の早期実現を図るため、時々刻々変化する状

況に対応しながら、迅速な処理を行います。

公費を用いて処理を行う以上、最小の費用で最大の効果が見

込める処理方法を選択します。

④環境に配慮した処理 ⑧関係機関や区民、事業者、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとの協力･連携

災害時において周辺環境に配慮し、適正処理を推進します。 早期の復旧･復興を図るため、関係行政機関･民間事業者等と

協力･連携するとともに、区民･事業者･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに様々な情報

を提供し、理解と協力を得て処理を推進します。

１ 災害廃棄物処理の基本方針
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２ 組織体制
災害対策本部長

災害対策副本部長

災対環境清掃部・災対まちづくり推進部・災対都市基盤整備部

災害対策本部事務局
（防災危機管理課）

総務班 資源管理班 受援班処理班

・総務班 ｜災害廃棄物処理事業全体の総括、

各主体との渉外、予算管理･国庫補

助申請等を担当

・資源管理班｜仮置場等の確保･設置･運営、資機

材の管理･確保等を担当

・処理班 ｜災害廃棄物の処理･処分等に係る業

務、環境指導等を担当

・受援班 ｜支援の受入管理･配置等を担当

３ 処理の流れ



行動の目安 情報発表者 各種情報等 とるべき行動

警 戒
レベル

１

台風に関する情報を発表

→ 5日後までの台風の進路
や強さ等の情報を発表

避難先や持ち出し品をチェック

●天気予報（テレビ、ラジオ、インターネット）
●気象庁のホームページ等の台風情報

警 戒
レベル

２
大雨・洪水注意報等発表

→ 災害の恐れがある場合に
発表する。

●区の避難対策（大田区ホームページ）
●気象情報、交通情報（テレビなど）
●河川や海岸の水位情報（国交省、東京都）

警 戒
レベル

３

「高齢者等避難」を発令

→ 高齢者等の避難に時間を要
する人は、水平避難を開始す
る。

●避難に時間を要する人（高齢者、障害者、乳
幼児など）とその支援者は避難を始める。

●浸水が想定される場所に住んでいる人は、避
難しやすい服装に着替える。

高齢者等は避難

警 戒
レベル

４

「避難指示」を発令

→ 避難対象地域の人は避難
（水平避難／垂直避難）する。

● 避難対象地域の人は水平避難を始める。
● 避難に時間を要する人は、避難を完了する。

全員避難

警 戒
レベル

５

「緊急安全確保」を発令

→ 既に災害が発生している
ため命を守る最善の行動
をとる。

●即ざに近隣の建物で浸水しない高さの部屋に
避難する⇒垂直避難

● 土砂災害の危険のある建物は、がけや斜面
と反対側にある２階以上の部屋に避難する。

命を守る最善の行動

大田区が暴風県内に入る前に水平避難完了

気
象
庁

大
田
区

31

14 風水害対策

○ 警戒レベルと避難のタイミング
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○ 警戒レベルの見直し

災害対策基本法の一部改正による警戒レベルの見直しに伴い、大田区における避難情報発

令基準についても一部見直しを行った。（下線部箇所）

警戒レベル 多摩川の氾濫 呑川等の氾濫 高潮 土砂災害

警戒レベル５

緊急安全確保
氾濫発生情報等

氾濫発生情報及び
氾濫発生水位以上
（呑川 7.22m）
（丸子川10.93ｍ）

高潮氾濫発生情報等

（高潮特別警戒水位

3.6m）

大雨特別警報

（土砂災害）等

警戒レベル４

避難指示

氾濫危険情報

（田園調布（上）

水位 8.40m以上）

洪水警報及び

氾濫危険水位以上

（呑川 5.82m）

（丸子川10.63m）

高潮警報

高潮特別警報

土砂災害警戒情報、

大雨警報（土砂災害）

の危険度分布

（薄紫・非常に危険）

警戒レベル３

高齢者等避難

氾濫警戒情報

（田園調布（上）

水位 7.60m以上）

洪水警報の発表に加え、

観測点の水が急激な上

昇により氾濫危険水位

に達する見込み

高潮注意報

（警報の見込み）

大雨警報（土砂災害）、

大雨警報（土砂災害）

の危険度分布（赤・警

戒）

※水位はA.P.（m）
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○ 水防指揮本部態勢から災害対策本部態勢への移行

移行判断基準

水防指揮本部態勢下の避難対応（部分的避難）

水防指揮本部態勢：都市基盤整備部長を本部長とし、水防関係部局で構成）

突発的な集中豪雨等により、区内の一部の地域に浸水被害や土砂災害等の発生が予測される

場合、浸水（想定）範囲や被害状況等を踏まえて一部の避難施設を開設し、避難の呼びかけ

を行う。

災害本部態勢下の避難対応（全区的避難）

災害対策本部態勢：区長を本部長とし全庁的部局及び関係機関で構成

大型台風や大雨の発生に伴う河川の増水や高潮等による広域的な浸水が予測される場合、災

害対策本部を立ち上げ、本部長の決定に基づき避難施設を開設するとともに、区内全域に避

難の呼びかけを行う。

区内の広い地域に警戒レベル３以上を発令する場合等はすべての水害時緊急避難場所等を

開設することから、水防指揮本部態勢から災害対策本部態勢へ移行する判断基準や各々の

対応の考え方を明確にした。

多摩川浸水想定区域、高潮浸水想定区域、呑川等の中小河川浸

水想定区域等区内の広い範囲に警戒レベルを発令する必要が生

じた場合等。
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○ 治水対策

令和元年東日本台風（台風第19号）により発生した浸水被害を受けて、水防活動態勢を強

化すべく、資機材の追加配備や新たな水防活動拠点の整備を進めている。

令和２年度実績（主な取組）

１ 土のう置き場拡充

田園調布地区に３か所増設

２ 排水ポンプ車の購入

排水ポンプ車を追加配備

３ 水防資器材の拡充

土のうや投光器などの資器材の拡充

４ 上沼部樋管設備改修工事

配管工事及び箱型スクリーンの設置
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令和３年度の取組

１ （仮称）仲六郷水防資機材センターの開設

水防活動の資機材拠点として、土のうの作成や水

防資機材の備蓄・搬出が行えるとともに、悪天候で

も24時間活動可能な施設の整備を進めている。

平時は地域の防災訓練等、地域防災力の強化に役

立てる。

２ （仮称）田園調布水防センター建設工事

令和元年東日本台風（台風第19号）で浸水被害の

あった田園調布地区における対策として、上沼部排

水樋門の閉鎖後にも継続的な排水活動に対応できる

よう、排水ポンプの遠隔操作盤や非常用電源などの

設備を有する水防活動期施設を建設する。

（イメージ図）


